
堂
回

路

服
部
良
久
編
著

『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
読
む

中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史

　
　
　
紛
争
と
秩
序
の
タ
ペ
ス
ト
リ
…
i
』

笈
川
侑
也
　
縷
田
宗
紀

藤
田
風
花
　
増
永
菜
生

　
本
書
は
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
紛
争
と
秩
序
形
成
を
当
事
者
間
で
行
わ
れ

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
口

の
法
人
類
学
に
着
想
を
得
た
中
世
紛
争
史
研
究
の
影
響
を
受
け
て
、
紛
争
と

秩
序
の
関
係
の
解
明
を
目
的
と
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
本
書
の
構
成
に
従

っ
て
各
部
ご
と
に
内
容
紹
介
と
論
評
を
行
う
。
序
章
、
第
－
部
と
壁
皿
部
を

笈
川
侑
也
（
中
世
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
史
を
専
攻
）
、
第
H
部
を
増
永
早
生
（
中
近

世
北
イ
タ
リ
ア
史
を
専
攻
）
、
第
W
部
と
本
書
評
の
ま
と
め
を
鍵
田
宗
紀

（
中
世
教
皇
史
を
専
攻
）
、
第
V
部
を
藤
田
風
花
（
中
近
世
東
地
中
海
史
・

キ
ュ
プ
ロ
ス
史
を
専
攻
）
が
担
当
す
る
。

　
序
章
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
歴
史
を
読
み
解
く
こ
と
」
（
服
部
良

久
、
括
弧
内
で
は
著
者
名
を
記
す
、
以
下
同
）
で
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
か
ら
歴
史
を
み
る
こ
と
の
意
義
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
門
入
々
が
情
報
、
観
念
、
価
値
・
規
範
意
識
、

感
情
、
行
動
様
式
な
ど
を
交
わ
し
、
共
有
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
共
有
す
る

こ
と
を
め
ざ
す
相
互
的
な
行
為
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
相
互
行
為

と
そ
れ
が
も
た
ら
す
影
響
、
結
果
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
と
し
て

示
さ
れ
る
。

　
第
－
部
門
移
動
す
る
君
主
と
宮
廷
、
あ
る
い
は
善
都
の
伝
統
」
は
、
君
主
、

宮
廷
、
善
都
を
対
象
に
、
証
書
や
年
代
記
史
料
か
ら
そ
こ
で
営
ま
れ
る
紛
争

解
決
や
秩
序
形
成
の
試
み
を
描
き
出
す
。

　
第
一
章
「
宮
廷
集
会
の
内
と
外
ー
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
即

位
初
年
の
事
例
よ
り
」
（
服
部
良
久
）
で
は
、
宮
廷
集
会
と
そ
の
前
後
の
交

渉
を
国
王
証
書
、
書
簡
や
年
代
記
等
を
用
い
て
検
討
し
儀
礼
や
合
意
の
プ
ロ

セ
ス
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
第
二
章
門
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
と
息
子
た
ち
一
宮
廷
集
会
と
証
書
発
給

に
う
か
ぶ
家
族
の
秩
序
」
（
中
村
敦
子
）
で
は
、
証
書
の
証
人
リ
ス
ト
に
お

い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
の
息
子
た
ち
の
名
前
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
検

討
し
、
支
配
の
中
核
と
な
る
王
家
が
立
場
を
柔
軟
に
変
化
さ
せ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。

　
第
三
章
「
巡
る
王
、
集
う
入
々
…
ー
ス
ク
ー
ン
宮
廷
か
ら
み
た
中
世
盛
期

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
」
（
西
岡
健
司
）
で
は
、
ス
タ
ー
ン
宮
廷
で
発
給
さ

れ
る
証
書
を
検
討
し
、
一
三
世
紀
以
降
宮
廷
に
集
ま
る
人
々
や
扱
わ
れ
る
案

件
が
地
域
的
に
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

　
第
四
章
「
あ
の
世
に
向
か
っ
て
一
…
二
人
の
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
ブ
イ
リ
ッ

プ
の
葬
送
と
後
継
者
た
ち
の
思
惑
」
（
中
堀
博
司
）
で
は
、
二
人
の
公
の
葬

送
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
後
継
者
が
行
っ
た
政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
か

ら
、
彼
ら
が
お
か
れ
て
い
た
政
治
情
勢
と
葬
送
の
意
義
を
検
討
し
た
。

　
第
五
章
「
首
都
を
離
れ
る
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
　
　
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
ニ
世
と
ア
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評書

ル
計
画
ア
」
（
小
林
功
）
で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
警
世
と
ア
ル
メ
ニ
ア
の
有

力
者
層
ナ
ハ
ラ
ル
と
の
交
渉
が
次
第
に
機
能
し
な
く
な
り
、
ア
ル
メ
ニ
ア
が

ア
ラ
ブ
へ
帰
属
し
て
い
く
過
程
を
論
じ
た
。

　
第
六
章
「
都
を
血
で
遣
す
の
は
誰
か
…
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
に
お
け
る
権
力

闘
争
の
作
法
」
（
根
津
由
喜
夫
）
で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
で
起

こ
っ
た
権
力
闘
争
の
終
結
に
際
し
て
総
主
教
や
聖
職
考
慮
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
第
－
部
で
対
象
と
さ
れ
る
地
域
は
、
ド
イ
ツ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
、
ビ
ザ
ン
ツ
と
多
様
で
あ
る
。
政
治
制
度
や
政

治
文
化
の
異
な
る
ヨ
…
ロ
ッ
パ
諸
地
域
の
富
廷
や
首
都
に
お
け
る
交
渉
や
争

い
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
視
点
で
眺
め
た
と
き
見
え
て
く
る
も
の
は
、

そ
の
地
域
や
時
代
に
特
有
の
、
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
共
通
す
る
、
権

力
関
係
・
権
威
の
現
れ
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
各
論
文
中
に
は
権

力
・
権
威
と
そ
の
な
か
で
行
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
が
あ
ま

り
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
権
力
関
係
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

与
え
る
影
響
に
つ
い
て
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
史
料
上
に
現
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
は
そ
の
地
域
、

時
代
の
権
力
関
係
と
無
関
係
に
は
存
在
し
え
な
い
。
本
書
の
あ
と
が
き
で
は
、

「「

R
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
読
む
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
」
と
は
、
「
中

近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
」
を
解
明
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
既
述
の
よ
う
な
緩
や
か
な
定
義
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
を
念
頭
に
、
考
察
対
象
を
、
様
々
な
フ
ァ
ク
タ
ー
、
ア
ク
タ
…
の
イ
ン

タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
描
き
出
す
「
方
法
的
態
度
扁
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
態
に
こ
そ
中
近
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
社
会
の
特
質
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
様
態
そ
の
も
の
に
着
目
し
な
い
こ
と
で
本
書
内
に
お
け
る
比
較
の

可
能
性
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に

お
け
る
権
力
関
係
を
映
す
鏡
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
態
を
分
析

す
る
こ
と
で
、
君
主
や
宮
廷
を
対
象
と
し
た
政
治
史
、
国
画
史
研
究
に
新
し

い
像
を
描
く
可
能
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
　
（
笈
川
侑
也
）

　
第
H
部
「
地
域
の
紛
争
解
決
と
政
治
的
統
合
」
で
は
、
上
級
権
力
と
地
域

共
同
体
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
新
た
な
関
係
が
築
か
れ
る
と

い
う
プ
ロ
セ
ス
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
王
権
と
地
域
社
会
と
い
う
枠
組
み
で

分
析
を
進
め
た
の
が
、
第
七
章
「
王
子
エ
ド
ワ
ー
ド
の
対
ボ
ル
ド
ー
政
策
、

一
二
五
四
～
六
一
年
－
領
有
者
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
家
と
都
市
コ
ミ
ュ
ー

ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
（
朝
治
啓
王
）
と
第
八
章
「
ロ
プ
ト
・
ヘ
ル

ガ
ソ
ン
の
「
反
逆
し
一
　
三
世
紀
後
半
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
社
会
と
ノ
ル
ウ

ェ
…
王
権
」
（
松
本
涼
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
王
権
が
、
現
地
の
紛
争
に
介

入
し
「
統
治
者
」
と
し
て
秩
序
を
創
出
し
、
ま
た
社
会
が
王
権
を
受
容
す
る

上
で
王
に
対
す
る
「
義
務
偏
「
服
従
」
に
つ
い
て
の
認
識
の
雌
酪
が
生
ま
れ

る
過
程
が
考
察
さ
れ
る
。
次
に
、
地
域
社
会
に
お
け
る
有
力
者
に
よ
る
秩
序

の
形
成
・
模
索
を
描
い
た
の
が
、
第
九
章
「
党
派
と
〈
複
合
領
域
〉
一
一

四
世
紀
ノ
ヴ
ァ
ー
ラ
の
グ
ェ
ル
フ
ィ
と
ギ
ベ
ッ
リ
ー
一
こ
（
佐
藤
公
美
）
と

第
十
章
「
裁
く
農
民
、
抗
う
領
主
i
一
四
六
〇
年
代
バ
ー
ゼ
ル
農
村
部
の

農
民
裁
判
よ
り
扁
（
田
中
俊
之
）
で
あ
る
。
特
に
前
者
で
は
、
「
紛
争
」
や

「
分
裂
」
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
的
な
「
統
一
」
や
「
平

和
」
に
反
す
る
も
の
と
し
て
否
定
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
党
派
が
分
析
さ
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
都
市
國
家
の
個
別
的
利
害
を
超
え
て
全
体
の
善
を
追
求
す

る
「
公
共
善
」
理
念
が
着
目
さ
れ
、
ま
た
「
タ
イ
ラ
ン
ト
」
の
転
覆
を
可
能

に
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
「
共
同
体
」
を
維
持
で
き
る
党
派
の
能
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カ
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
。
最
後
に
、
近
世
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
諸
地
域

間
の
交
渉
を
扱
っ
た
の
が
、
第
一
…
章
「
市
長
門
閥
か
ら
上
訴
農
民
を
救
う

一
一
八
世
紀
帝
国
司
法
と
複
数
諸
地
域
間
の
連
携
」
（
渋
谷
聡
）
と
第
一

二
章
「
イ
タ
ー
2
ア
が
外
国
に
支
配
さ
れ
る
と
き
一
近
世
の
「
帝
国
イ
タ
リ

ア
扁
と
そ
の
変
容
扁
（
皆
川
車
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
紛
争
の
司
法
的
処

理
を
通
じ
た
帝
国
へ
の
統
合
や
皇
帝
を
封
主
と
す
る
封
建
関
係
が
再
考
さ
れ
、

特
に
皆
川
氏
は
、
皇
帝
に
よ
る
軍
政
へ
の
介
入
が
、
裁
判
・
和
解
交
渉
・
暴

力
を
交
え
て
展
開
す
る
中
近
世
か
ら
イ
タ
リ
ア
の
「
外
国
支
配
」
時
代
へ
と

い
う
転
換
点
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
第
∬
部
で
は
、
在
地
に
お
け
る
単
な
る
紛
争
解
決
、
合
意
形
成
、
秩
序
の

誕
生
が
描
か
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
が
権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
権
力

を
利
用
す
る
姿
や
、
逆
に
上
級
権
力
が
広
域
的
な
統
治
を
確
立
す
る
た
め
に
、

在
地
に
直
接
介
入
し
、
状
況
に
応
じ
て
在
地
の
有
力
者
を
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し

て
利
用
す
る
姿
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
碧
主
や
皇
帝
と
い
っ
た
上
級

権
力
と
地
域
社
会
と
の
せ
め
ぎ
合
い
を
背
景
と
し
た
、
「
秩
序
」
や
「
統
治
」

の
あ
り
方
の
模
索
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
論
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
、

本
書
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
本
書
評
の
冒
頭
で
も
引
胴
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
地
域
間
門
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
欝
葉
の
持
つ
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
を
加
味
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
松
本
氏
や
佐
藤

氏
が
着
筆
し
た
よ
う
な
史
料
上
の
「
服
従
」
「
名
誉
」
「
公
共
善
」
な
ど
と
い

っ
た
キ
…
ワ
ー
ド
か
ら
、
何
を
共
通
概
念
・
規
範
と
し
て
人
々
が
「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
㎏
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

追
加
的
な
分
析
手
法
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
そ
の
時

代
・
地
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
特
徴
づ

け
、
さ
ら
に
は
、
公
権
力
の
枠
組
み
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
共
通
規
範
を
軸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
し
た
地
域
の
あ
る
い
は
地
域
間
の
交
渉
過
程
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
書
葉
が
内
包
す
る

多
様
性
・
濃
淡
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
永
菜
生
）

　
第
雌
部
「
都
市
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
都
市
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
に
は
三
篇
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
三
章
「
都
市
景
観
が
映
す
支
配
の
歴
史
ー
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
場
合
」

（
山
辺
規
子
）
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
都
市
景
観
の
変
遷
を
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
都
市
の
申
心
に
は
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
の
伝
統
を
示
す
中
心
広
場
が
形
成

さ
れ
た
。
一
五
世
紀
に
は
シ
ニ
ョ
ー
レ
と
な
っ
た
ベ
ン
テ
イ
ヴ
ォ
ー
リ
別
家

が
道
路
を
整
備
し
た
。
一
六
世
紀
に
そ
の
支
配
が
終
わ
る
と
、
同
家
の
館
は

略
奪
さ
れ
、
そ
の
建
材
は
貴
族
の
館
に
再
利
用
さ
れ
る
な
ど
館
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
。
そ
の
後
教
皇
支
配
の
時
代
に
は
、
広
場
の
周
辺
空
聞
が
完
成
し
た
。

教
皇
使
節
は
そ
の
支
配
を
維
持
す
る
た
め
、
広
場
と
い
う
都
市
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
な
る
建
造
物
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
な
く
、
都
市
は
美
化
さ
れ

た
。
こ
の
都
市
景
観
か
ら
は
都
市
内
外
の
諸
勢
力
と
対
立
と
和
解
が
生
み
出

す
表
象
を
看
取
で
き
る
。

　
第
一
四
章
「
交
易
は
ポ
…
川
を
通
る
べ
し
ー
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
内
陸
近

隣
諸
都
市
の
争
い
・
秩
序
」
（
高
田
京
比
子
）
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
近
隣

諸
都
市
の
相
互
交
渉
と
衝
突
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
ず
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
と
の
間

に
結
ば
れ
た
協
約
（
パ
ク
タ
）
の
分
析
か
ら
、
双
方
の
日
常
的
要
求
の
合
意

点
と
し
て
の
協
約
の
側
面
を
重
視
す
べ
き
と
述
べ
ら
れ
る
。
次
に
北
イ
タ
リ

ア
諸
都
市
に
と
っ
て
ポ
i
用
の
河
川
並
行
を
め
ぐ
る
問
題
が
重
要
案
件
で
あ
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評却＝
／：一1

つ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
事
例
と
し
て
　
四
世
紀
初
頭
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
と
教
皇
庁
と
の
間
で
起
こ
っ
た
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
戦
争
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
の
後
継
者
争
い
に
介
入
し
た
こ
と
を
発
端

と
し
て
始
ま
っ
た
こ
の
戦
争
の
結
果
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
河
用
交
通
網
、
商

業
活
動
の
保
証
が
教
皇
庁
を
巻
き
込
ん
だ
戦
争
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
、
強

化
さ
れ
た
。

　
第
一
五
章
「
な
ぜ
バ
ポ
ー
ム
の
通
過
税
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か

＝
二
・
一
四
世
紀
北
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
と
王
権
の
係
争
」
（
山
田
雅
彦
）
は
、

＝
一
〇
二
年
の
バ
ポ
…
ム
で
の
通
過
税
制
文
規
定
に
関
連
す
る
都
市
と
通
過

税
徴
収
人
と
の
争
い
を
分
析
し
て
い
る
。
当
初
は
バ
ポ
ー
ム
を
通
過
し
な
い

場
合
に
は
税
が
免
除
さ
れ
て
い
た
が
、
　
＝
工
世
紀
末
以
降
パ
リ
の
高
等
法
院

の
下
す
判
決
は
徴
収
人
に
有
利
な
も
の
に
な
り
、
通
過
税
徴
収
の
適
応
範
囲

が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
一
四
世
紀
に
通
過
税
問
題
は
ア
ミ
ア
ン
市
を
当
事
者

と
し
て
展
開
し
て
い
く
。
初
期
の
裁
判
で
は
市
側
が
敗
北
す
る
が
、
＝
二
四

一
年
に
高
等
法
院
は
、
＝
～
〇
二
年
に
認
め
ら
れ
て
い
た
ア
ミ
ア
ン
の
特
権

を
確
認
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
百
年
戦
争
の
開
始
な
ど
の
政
治
情
勢
の
変
化

が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
都
市
当
局
は
都
市
文
書
登
記
帳
に
こ
の
判
決
を

盛
り
込
む
こ
と
で
こ
の
特
権
を
保
存
し
た
。

　
第
黒
部
の
各
論
文
は
、
都
市
内
の
集
団
問
も
し
く
は
都
市
と
そ
の
外
部
勢

力
と
の
関
係
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
登
場
す
る
人
物
、
集
団
は
、
都
市
貴

族
・
教
皇
使
節
、
都
市
・
教
皇
、
商
人
・
通
過
税
徴
収
役
人
・
高
等
法
院
と

様
々
で
あ
る
。
こ
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
で
構
成
さ
れ
る
第
頂
部
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
共
通
す
る
論
点
を
提
示
す
る
こ
と
は
困
難
な
た
め
、
論

文
ご
と
に
論
点
を
示
し
た
い
。
ま
ず
、
山
辺
論
文
に
つ
い
て
。
都
市
景
観
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
景
観
は
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
認
識
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
景
観
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
同
時
代
人
の

記
述
か
ら
わ
か
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
次
に
、
高
田
論
文
に
つ
い
て
。
個
別
に
結
ば
れ
た
ボ
ロ
ー
ニ

ャ
と
の
協
約
に
対
し
て
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
戦
争
で
の
決
着
は
、
教
皇
を
巻
き

込
ん
だ
形
で
の
現
状
維
持
の
確
認
だ
っ
た
が
、
新
た
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
教

皇
が
加
わ
っ
た
こ
と
は
、
一
四
世
紀
前
半
の
イ
タ
リ
ア
半
島
で
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
最
後
に
、

山
田
論
文
に
つ
い
て
。
　
四
世
紀
に
お
け
る
バ
ポ
ー
ム
の
通
過
税
問
題
の
展

開
の
背
景
に
、
政
治
情
勢
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
の
な
ら
、
同
問
題
が
フ
ラ

ン
ス
王
権
の
都
市
支
配
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
、
言
及
さ
れ
る
べ
き

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
笈
川
侑
也
）

　
第
W
部
「
教
会
の
あ
る
べ
き
秩
序
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
教
会
が
関
わ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
重
点
を
お
く
四
篇
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
六
章
「
彷
懐
え
る
異
端
者
た
ち
の
足
跡
を
辿
る
…
中
世
南
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
異
端
審
問
と
「
カ
タ
リ
派
」
迫
害
」
（
図
師
宣
忠
）
は
、

爾
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ス
ペ
イ
ン
・
イ
タ
リ
ア
へ
逃
亡
す
る
異
端
者
と
、
彼
ら
を

追
跡
・
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
托
鉢
修
道
士
1
1
異
端
審
問
官
の
せ
め
ぎ
あ
い
を

検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
異
端
審
問
記
録
の
内
容
か
ら
は
、
在
地
住
民
に
よ

る
異
端
審
問
へ
の
抵
抗
だ
け
で
は
な
く
、
審
問
官
に
協
力
す
る
改
俊
者
の
姿

も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
異
端
審
問
は
、
疑
わ
し
い
隣
人
を
生
む
こ
と
に
よ
っ

て
在
地
社
会
の
人
間
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
七
章
「
悪
評
を
通
じ
て
魂
を
統
治
す
る
一
一
三
世
紀
の
ル
ー
ア
ン

大
司
教
ウ
…
ド
・
リ
ゴ
ー
に
よ
る
巡
察
」
（
轟
木
広
太
郎
）
で
は
、
二
〇
年

以
上
に
わ
た
る
大
司
教
の
管
区
内
巡
察
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
司
教
巡
察
は
、

質
問
・
告
発
・
調
査
と
い
う
一
定
の
手
順
に
し
た
が
っ
て
「
悪
評
」
や
「
醜
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聞
」
を
あ
ぶ
り
出
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
式
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

細
事
に
携
わ
る
者
た
ち
の
悪
癖
や
聖
務
の
不
備
が
矯
正
さ
れ
る
。
こ
の
司
教

巡
察
の
方
法
は
、
異
端
審
問
の
そ
れ
と
か
な
り
の
程
度
重
な
り
合
っ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。

　
第
～
八
章
「
聖
な
る
権
威
の
在
り
処
を
も
と
め
て
－
一
五
世
紀
後
半
の

リ
エ
ー
ジ
ュ
紛
争
と
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
」
（
青
谷
秀
紀
）
は
、
リ
エ
ー
ジ
ュ

紛
争
の
宗
教
的
側
面
を
照
ら
し
出
す
。
聖
務
停
止
を
め
ぐ
る
交
渉
、
教
皇
使

節
の
仲
裁
活
動
、
そ
し
て
聖
人
崇
敬
を
め
ぐ
る
闘
争
の
考
察
を
通
じ
て
、
公
、

都
市
指
導
者
、
聖
堂
参
事
会
員
そ
れ
ぞ
れ
が
描
く
教
会
秩
序
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

　
そ
し
て
第
一
九
章
「
信
仰
か
平
和
か
　
　
パ
ッ
サ
ウ
の
交
渉
と
ア
ウ
グ
ス

ブ
ル
ク
宗
教
和
議
」
（
渡
邊
伸
）
は
、
暫
定
的
に
信
仰
の
～
致
よ
り
も
政
治

的
平
和
を
優
先
し
た
～
五
五
五
年
の
宗
教
平
和
に
至
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
交
渉
過
程
を
追
う
。
こ
こ
に
至
り
、
教
皇
を
頂
点
と
す
る

「
教
会
の
あ
る
べ
き
秩
序
」
が
、
宗
教
改
革
運
動
の
挑
戦
を
受
け
、
信
仰
の

一
致
と
平
和
の
維
持
が
別
個
の
課
題
と
し
て
切
り
離
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ほ
ぼ
時
代
順
に
配
置
さ
れ
た
四
篇
を
読
み
避
す
と
、
対
象
と
な
っ
た
三
世

紀
問
に
お
け
る
「
教
会
の
あ
る
べ
き
秩
序
」
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
画
路
の
変
化
が
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
教
皇
と
直
接
的
な
パ

イ
プ
を
も
つ
聖
職
者
・
修
道
士
が
教
皇
（
庁
）
の
志
向
す
る
教
会
秩
序
を
体

現
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
各
地
域
社
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
教
会
秩
序
を
描
く
よ

う
に
な
り
、
一
五
｝
七
年
を
経
て
教
皇
を
頂
点
と
す
る
教
会
秩
序
そ
の
も
の

が
相
対
化
さ
れ
る
、
と
い
う
変
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
み
れ
ば
、

当
該
時
代
の
教
会
秩
序
を
論
じ
る
上
で
教
皇
庁
の
存
在
を
軽
視
で
き
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
先
の
四
篇
の
叙
述
か
ら
は
教
皇
の
影

が
あ
ま
り
み
え
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
自
体
、
教
皇
権
が
上
か
ら
覆
う

よ
う
に
し
て
展
開
し
た
教
会
秩
序
が
、
実
際
に
は
十
分
に
機
能
し
え
な
か
っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
階
層
的
秩
序
の
頂

点
か
ら
「
教
会
の
あ
る
べ
き
秩
序
」
が
発
露
す
る
際
の
方
法
、
す
な
わ
ち
教

皇
庁
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ン
様
式
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
中
世
教
皇
庁
の

文
書
発
給
と
使
節
派
遣
に
絞
っ
て
考
え
た
い
。
教
皇
の
名
で
発
給
さ
れ
る
文

書
が
作
成
さ
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
教
皇
庁
に
も
ち
こ
ま
れ
る

種
々
の
請
願
に
応
え
る
と
き
で
あ
っ
た
。
何
人
か
の
教
皇
は
相
対
的
に
多
く

の
自
発
勅
書
（
臼
。
巳
買
○
注
。
）
を
発
行
し
た
が
、
中
世
教
皇
庁
に
よ
る
文

書
発
給
の
態
度
は
、
基
本
的
に
受
動
的
な
も
の
だ
っ
た
と
署
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
使
節
派
遣
の
プ
ロ
セ
ス
も
、
青
谷
論
文
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

請
願
へ
の
応
答
と
い
う
点
で
受
動
的
で
あ
る
と
書
え
る
。
し
か
し
文
書
と
は

異
な
り
、
派
遣
さ
れ
た
使
節
は
み
ず
か
ら
の
意
志
を
も
つ
。
出
発
前
に
管
轄

区
域
と
権
限
を
付
与
さ
れ
た
教
皇
使
節
は
、
管
区
内
で
教
皇
の
代
理
人
と
し

て
ふ
る
ま
い
、
権
限
を
超
え
な
い
範
囲
で
み
ず
か
ら
決
定
を
下
す
こ
と
が
で

き
る
。
使
節
を
用
い
た
教
皇
庁
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
現
地
で
任
務

に
あ
た
る
教
皇
使
節
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
皇
庁
と

地
方
教
会
そ
れ
ぞ
れ
が
描
く
教
会
秩
序
に
は
隔
た
り
が
あ
っ
た
た
め
、
教
皇

使
飾
の
任
務
が
教
皇
庁
の
思
惑
通
り
に
実
を
結
ぶ
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
教
皇
庁
が
め
ざ
す
「
教
会
の
あ
る
べ
き
秩
序
偏
の
実
現
に
は
、

や
は
り
常
に
困
難
が
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
（
角
田
宗
紀
）

　
第
V
部
「
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
秩
序
形
成
扁
は
、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
異
に
す
る
集
団
が
相
互
に
「
他
者
」
と
し
て
接
触
す
る
地
域

で
展
開
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
相
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
形
成

さ
れ
た
秩
序
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
た
三
篇
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
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ま
ず
第
二
〇
章
「
外
国
人
に
は
官
職
を
与
え
る
な
　
　
中
世
後
期
チ
ェ
コ

に
お
け
る
貴
族
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
（
藤
井
真
生
）
は
、
一
四

世
紀
の
チ
ェ
コ
に
お
い
て
国
王
の
代
替
わ
り
ご
と
に
「
外
国
人
（
ド
イ
ツ
系

貴
族
）
」
を
政
治
の
要
職
か
ら
排
除
す
る
よ
う
要
求
し
た
貴
族
共
同
体
そ
れ

自
身
に
、
実
際
は
問
盟
や
婚
姻
に
基
づ
く
人
的
関
係
を
通
し
て
「
外
国
人
」

が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
貴
族
た
ち
が
国
王
に
政
治
的
権
利

を
要
求
す
る
際
に
主
張
し
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
、
交
渉
の
武
器
と
し
て
の
擬

制
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
。
君
主
・
チ
ェ
コ
貴
族
・
「
外
国
人
」
の
聞
の
政
治

的
な
働
き
か
け
を
通
し
て
、
君
主
と
貴
族
に
よ
る
政
治
権
力
の
分
有
と
い
う

政
治
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
続
く
第
二
一
章
「
ア
レ
ク
シ
オ
ス
は
平
和
の
伸
介
者
か
一
一
二
九
九
年

前
後
の
ク
レ
タ
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
支
配
と
ギ
リ
シ
ア
人
」
（
高
田
良

太
）
は
、
一
三
世
紀
に
始
ま
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
支
配
期
に
幾
度
と
な
く
生
じ

た
ギ
リ
シ
ア
系
有
力
者
率
い
る
反
乱
と
そ
の
後
の
和
平
協
約
締
結
の
プ
ロ
セ

ス
か
ら
、
ク
レ
タ
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
人
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
と
の
相
互
交

渉
の
深
化
を
跡
づ
け
る
。
反
乱
の
首
謀
者
ア
レ
ク
シ
オ
ス
の
台
頭
か
ら
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
と
の
争
い
、
最
終
的
な
和
平
の
締
結
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ク
レ
タ
に
お
け
る
政
治
的
・
宗
教
的
な
住
み
分
け
、

す
な
わ
ち
「
分
離
的
共
生
」
の
端
緒
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　
第
二
二
章
「
家
の
内
に
い
る
敵
　
　
十
字
軍
国
家
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
人

の
農
村
支
配
」
（
櫻
井
康
人
）
で
は
、
十
字
軍
国
家
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ク
人

領
主
が
農
村
支
配
を
本
格
化
さ
せ
て
い
く
な
か
で
、
現
地
人
と
の
交
渉
能
力

に
秀
で
た
フ
ラ
ン
ク
人
を
媒
介
と
し
て
、
少
数
の
フ
ラ
ン
ク
人
が
い
か
に
圧

倒
的
多
数
の
現
地
人
を
支
配
し
た
か
が
検
討
さ
れ
る
。
要
職
で
の
フ
ラ
ン
ク

入
の
人
材
不
足
は
現
地
入
の
登
用
で
補
わ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
入
領
主
は
直

接
的
な
農
村
支
配
を
志
向
し
続
け
、
地
域
の
法
や
裁
判
権
を
堅
持
し
つ
つ
、

よ
り
強
力
な
村
落
支
配
と
秩
序
維
持
を
目
指
し
た
と
論
じ
る
。

　
以
上
の
三
篇
は
、
異
な
る
訳
語
・
宗
教
・
文
化
が
交
錯
す
る
「
境
界
域
」

に
お
い
て
、
対
立
／
共
生
ど
ち
ら
か
の
単
純
な
図
式
に
回
収
さ
れ
が
ち
な
集

団
問
の
関
係
を
、
政
治
に
関
わ
る
入
質
の
衝
突
・
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
読

み
解
こ
う
と
す
る
点
で
共
通
す
る
。
そ
こ
で
は
藤
井
・
高
田
論
文
で
言
及
さ

れ
る
よ
う
に
、
各
集
団
の
ご
く
一
部
の
間
で
結
ば
れ
た
同
盟
や
婚
姻
に
基
づ

く
人
的
紐
帯
が
、
集
団
問
の
関
係
の
安
定
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

　
そ
れ
で
は
政
治
的
指
導
者
層
に
属
さ
な
い
入
々
は
言
語
・
宗
教
を
異
に
す

る
「
他
者
翫
と
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ン
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
東
地
中
海
に
位
置
す
る
キ
ュ
プ
ロ
ス
島
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。
高

田
・
櫻
井
論
文
が
扱
う
宗
教
・
宗
派
を
異
に
す
る
集
団
間
の
相
互
交
渉
で
は
、

政
治
的
な
秩
序
形
成
と
並
び
、
宗
教
的
な
秩
序
形
成
が
問
題
と
な
る
。
キ
ュ

プ
ロ
ス
で
は
、
第
三
回
十
字
軍
の
の
ち
少
数
の
フ
ラ
ン
ク
人
が
大
多
数
の
ギ

リ
シ
ア
人
を
支
配
す
る
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
様
々
な
対
立
を

生
じ
つ
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
現
地
の
正
教
会
の
共
存
の
あ
り
方
が
模
索
さ

れ
た
。
教
皇
に
よ
り
典
礼
の
差
異
は
維
持
し
つ
つ
後
者
の
前
者
へ
の
従
属
が

定
め
ら
れ
た
が
、
実
際
に
は
主
教
に
よ
る
両
教
会
の
ミ
サ
執
行
の
兼
務
（
と

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

民
衆
に
よ
る
そ
の
容
認
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
両
宗
派
の
民
衆
に
よ
る
教
会
の
共
同
利
用
な
ど
、

制
度
的
枠
組
み
を
越
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
た
。
本
章
で

論
じ
ら
れ
た
政
治
的
指
導
者
層
の
「
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と

合
わ
せ
て
民
衆
レ
ベ
ル
の
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
で
、
「
境
界
域
」
に
お
け
る

他
者
と
の
相
互
交
渉
の
あ
り
方
を
よ
り
重
層
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
田
風
花
）

　
本
論
集
は
、
地
理
的
に
は
ビ
ザ
ン
ツ
か
ら
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
ま
で
、
時
代
的
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に
は
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
ま
で
を
対
象
と
し
て
、
実
に
多
様
な
テ
ー
マ
を

含
む
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
二
二
篇
の
論
考
は
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
を
軸
と
し
て
ど
れ
も
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
一
定
の
ま
と

ま
り
を
保
っ
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
各
所
で
見
ら
れ
る
、
盛
期
中
世

か
ら
近
代
の
幕
開
け
ま
で
を
連
続
し
た
時
代
と
み
な
す
「
長
い
宗
教
改
革
」

論
あ
る
い
は
「
長
い
申
世
一
論
に
鑑
み
れ
ば
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か

ら
読
む
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
」
と
い
う
「
方
法
的
態
度
」
に
は
、
中
近
世

史
を
叙
述
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か

し
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
中
近
世
史
の
分
析
ツ
ー
ル
と
す
る
た
め
に

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
近
世
に
特
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
様
態
が
存
在
す

る
と
い
え
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
か
、
今
一
度
考

え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
ひ

と
つ
だ
け
で
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
よ
う
と
不
十
分
だ
ろ
う
。
も

し
、
特
殊
中
近
世
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
様
態
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
扁
と
い
う
も
の
さ
し
に
目
盛
り

を
付
す
た
め
の
何
ら
か
の
指
標
－
第
豆
部
の
増
永
評
が
提
案
し
た
「
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
」
も
そ
の
ひ
と
つ
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
一
を
追
加
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
権
力
関
係
、
地
理
的
・

心
理
的
距
離
、
宗
教
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
い
っ
た
要
素
に
も
と
つ
く
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
主
体
の
関
係
や
、
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
舞
台
と
な
る
地
域

の
制
度
的
特
質
を
指
標
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
様
態
を
分
類
す
る
こ

と
も
、
比
較
の
可
能
性
を
開
く
に
あ
た
っ
て
有
効
と
な
る
だ
ろ
う
。
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